
１５ Kami

国
道
１
９
５
号
大
栃
橋
開
通

記
念
行
事
「
も
ち
投
げ
」

　

国
道
１
９
５
号
の
大
栃
橋
が

完
成
し
、
８
月
11
日
に
開
通
す

る
に
あ
た
り
、
記
念
行
事
と
し

て
も
ち
投
げ
を
行
い
ま
す
の
で
、

お
誘
い
あ
わ
せ
の
う
え
お
越
し

く
だ
さ
い
。
も
ち
投
げ
は
、
神

事
・
開
通
式
・
テ
ー
プ
カ
ッ
ト

等
の
終
了
後
に
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
防
止
の
観
点
か
ら
、
マ

ス
ク
の
着
用
等
感
染
防
止
対
策

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

新
し
い
大
栃
橋
の
一
般
車
両

の
通
行
開
始
は
、
式
典
終
了
後

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※

駐
車
ス
ペ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
車
な
ど
で
の
ご
来
場
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

※

式
典
の
進
行
具
合
に
よ
り
、
も
ち

投
げ
の
時
間
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

※

天
候
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
よ
り
、
中
止

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

【
日
時
】
８
月
11
日(

木
・
祝)

15
時
45
分
～
（
予
定
）

【
場
所
】
奥
物
部
ふ
れ
あ
い
プ

ラ
ザ
駐
車
場

【
問
い
合
わ
せ
先
】
建
設
課
土

木
班　

☎
53・

３
１
１
９

悪
天
候
時
の
ご
み
出
し
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

台
風
の
接
近
等
で
悪
天
候
の

場
合
、
収
集
が
通
常
通
り
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

突
風
や
水
路
の
増
水
で
ご
み
出

し
に
身
に
危
険
を
感
じ
る
よ
う

な
場
合
は
次
回
収
集
日
に
出
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

収
集
が
で
き
な
い
場
合
や
ご

み
が
飛
散
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
収
集
日
前
日
の
ご

み
出
し
は
絶
対
に
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
環
境
課
環

境
班　

☎
53・

１
０
６
３

楽
し
い
水
遊
び
は
安
全
第
一
で

　

海
や
川
な
ど
で
水
遊
び
を
楽

し
む
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
水

の
怖
さ
を
再
確
認
し
、
子
ど
も

だ
け
の
水
遊
び
に
は
注
意
し
ま

し
ょ
う
。
危
険
な
水
遊
び
な
ど

を
見
か
け
た
際
に
は
、
最
寄
り

の
警
察
署
等
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
国
警
察
署
地
域
課

☎
０
８
８
・
８
６
３
・
０
１
１
０

無
料
調
停
手
続
相
談
会

民
事
・
家
事
調
停
委
員
（
弁

護
士
調
停
委
員
を
含
む
）
に
よ

る
無
料
調
停
手
続
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
、
手
軽

に
早
く
、
安
く
解
決
で
き
る
調

停
制
度
を
活
用
す
る
方
法
に
つ

い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。
予
約

は
不
要
で
す
の
で
、
当
日
直
接

無
料
手
続
相
談
会
場
へ
マ
ス
ク

を
着
用
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※

な
お
、
コ
ロ
ナ
感
染
状
況
に
よ
り

相
談
会
を
中
止
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

【
日
時
】

◆
９
月
２
日(

金)

　

９
時
30
分
～
15
時
30
分

（
受
付
は
15
時
ま
で
）

◆
９
月
30
日(

金)

13
時
～
16
時

（
受
付
は
15
時
30
分
ま
で
）

【
場
所
】
高
知
県
民
文
化
ホ
ー

ル
１
階　

第
11
多
目
的
室

【
内
容
】

・
民
事
問
題
＝
損
害
賠
償
（
慰

　

謝
料
、
交
通
事
故
等
）
、
金

　

銭
貸
借
、
家
賃
等

・
家
事
問
題
＝
離
婚
、
財
産
分

　

与
、
面
会
交
流
、
養
育
費
等

【
主
催
】
高
知
調
停
協
会
連
合

会　

高
知
地
区
調
停
協
会

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
調
停
協
会
連
合
会
事
務
局

※

毎
週

月
・
水
・
金
の
９
時
～
16
時

☎
０
８
８
・
８
７
２
・
７
８
８
４

k
o
ch

ich
o
u
ren

@
g
m
a
il.co

m

全
国
一
斉
『
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
』
強
化
週
間

　

高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

学
校
に
お
け
る
『
い
じ
め
』
や

家
庭
内
に
お
け
る
児
童
虐
待
な

ど
、
子
ど
も
の
人
権
問
題
解
消

に
向
け
、
『
子
ど
も
の
人
権
１

１
０
番
』
電
話
相
談
の
強
化
週

間
を
実
施
し
ま
す
。
期
間
中
は

相
談
時
間
を
延
長
す
る
と
と
も

に
、
土
・
日
も
電
話
相
談
を
お

受
け
し
ま
す
。

　

ま
た
、
児
童
・
生
徒
の
皆
さ

ん
が
安
心
し
て
相
談
で
き
る
よ

う
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
学
校
や
家
庭
、

友
達
関
係
の
悩
み
ご
と
な
ど
、

何
で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
実
施
期
間
】
８
月
26
日(

金)

～
９
月
１
日(

木)

ま
で
の
７
日
間

【
受
付
時
間
】

８
時
30
分
～
19
時

※

た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
は
午

前
１
０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

【
開
設
場
所
】
高
知
地
方
法
務

局
人
権
擁
護
課
（
土
・
日
は
高

松
法
務
局
人
権
擁
護
部
）

【
電
話
番
号
】

☎
０
１
２
０(
０
０
７)

１
１
０

※

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

※

Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。

【
取
扱
内
容
】
い
じ
め
、
コ
ロ

ナ
差
別
、
ネ
ッ
ト
で
の
誹
謗
・

中
傷
、
体
罰
、
児
童
虐
待
等
の

子
ど
も
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

【
そ
の
他
】
相
談
は
無
料
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
８
８
・
８
２
２
・
３
５
０
３

　県営電気事業にご理解とご協力をいただくため

の交付金を、高知県公営企業局から受けて、ダム

周辺環境整備事業を実施しています。

　この事業は、市内の３つのダム（永瀬・吉野・

杉田）の周辺地における環境整備の事業費の一部

に交付されるものです。昭和５６年から公園の整

備や、観光施設整備・道路改良工事などの事業が

実施されています。

　令和３年度は、農道改良工事や用排水路改修工

事など８つの事業を実施し、総額２，４４９万円の

交付を受けています。

　電源立地地域対策交付金とは、発電用施設のあ

る市町村で実施される公共用施設の整備や、住民

福祉の向上につながる事業に対して、経済産業省

から交付されるもので、発電用施設の設置に関わ

る地域住民の理解を得ることを目的としています。

　市では、令和３年度事業として保育園運営の充

実を図り、保育士の確保のために交付金を活用し

ました。

事 業 名　香美市保育所運営事業

内 　 容 市内保育園に勤務する保育士の人件費

交付金額　２，２３７万３千円

Ｃ

    

　　  やなせたかし

瀧のシブキちゃん

市内の発電所（すべて水力発電）

⑥杉田

⑦穴内川

⑧平山

⑨新改

①五王堂

②川口

③仙頭

④永瀬

⑤吉野

９ つ の 発 電 所

が、交付金を受

けています。

交付金交付金の活用事例活用事例ですです交付金交付金の活用事例活用事例ですです交付金の活用事例です

高知県公営企業局

ダム周辺環境整備事業交付金
高知県電源立地地域対策交付金

■問い合わせ先　

　企画財政課 ☎５３－３１１４

施工前施工前施工前

市道西熊別府線

施工後施工後施工後

１４Kami

そ　
の　

他

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し

ている中で、食費等の物価高騰を受けて、低所

得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、子

育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。

【支給対象児童】

①令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児童

（特別児童扶養手当の対象児童の場合は、２０

　歳未満）

②令和４年４月から令和５年２月末までに生ま

　れた児童

【支給対象者】

次の２つの要件を満たす方（ただし、ひとり親

世帯分の給付金を受給された方は除く。）

①支給対象児童を養育する父母等

②令和４年度住民税（均等割）が非課税の方又

　は令和４年１月１日以降の収入が急変し、住

　民税非課税相当の収入となった方（以下、

『家計急変者』という。）

【支給額】

　養育されている支給対象児童１人に対して、

５万円が支給されます。

【申請手続】

①積極支給対象者（令和４年４月分の児童手当

　または特別児童扶養手当を香美市から支給さ

　れた方および令和４年４月以降に児童を出生

　された方のうち、福祉事務所にて条件に該当

　することが確認できた方）は手続きの必要は

　ありません。福祉事務所から給付する旨の通

　知を送付します。令和４年４月以降に香美市

　へ転入された方については、転入後に出生さ

　れた児童以外の給付金は、転入前市町村から

　給付を受けてください。

②　①以外で支給要件を満たす方

　高校生のみを養育されている方や家計急変者、

　公務員の方については、申請手続きが必要で

　す。申請手続き等の詳しいことは、香美市ホ

　ームページにてご確認ください。

【申請期間】

　令和５年２月２８日（火）まで

【問い合わせ先】

　福祉事務所社会福祉班　☎５３－３１１７

https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/22/r4-tkyufu

-sonota.html

子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親以外の世帯分）


